
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地上部の工事ヤードから床材を揚重機で揚重して建物の各階の所定位置へ取付けてゆく建
物の施工時における床置型ファンコイルユニットの据付け方法であって、工事ヤードにお
いて床材の下面に直下の階に設置する床置型ファンコイルユニット

を仮吊りし、この状態で床材を揚重機で揚重して所定階の所定位置に
取付け、工事の進捗に合わせて上記ファンコイルユニット の仮吊りを解除して
所定の設置場所にファンコイルユニットを据付ける

ことを特徴とする床置型ファンコイルユニットの据付け
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、主として建築物の窓際の下部から温風及び冷風を吐出させペリメータ部分を冷
暖房する、床置型ファンコイルユニットの据付け方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
建物の施工に際しては、地上部の工事ヤードから、一般工法では、デッキプレートを、プ
レキャストコンクリート工法では、プレキャストコンクリート床板を、夫々揚重機により
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と該ファンコイルユニ
ット回りの接続管と

と接続管と
と共に、上記床材に打設した床コンク

リートの連通孔を通して、該接続管の一端を床コンクリートの下面に臨ませ、他端を上記
ファンコイルユニットに接続する



所定階の所定位置に揚重して各階の床を形成してゆく。そして、従来の床置型ファンコイ
ルユニットの据付け方法では、ファンコイルユニットを設置する階の床を形成した後に、
建物内に設けた揚重リフトや仮設エレベータ等でファンコイルユニット及び周辺機器を所
定階に揚重、揚重位置から建物の外周部の据付け位置まで運搬してファンコイルユニット
及びその周辺機材を所定位置まに据付けている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、建物に据付けるファンコイルユニット及びその周辺機材の数は、非常に多く、
上記従来のように揚重リフトや仮設エレベータ等で揚重していたのではファンコイルユニ
ット及びその周辺機材の積み降しや降した場所から建物の外周部の据付け場所への運搬に
多くの作業員が必要である。また多量のファンコイルユニットやその周辺機器を揚重しな
ければならないため、揚重リフトや仮設エレベータ等を多くの時間占有することになりそ
の間他の資材の揚重ができなくなり、他の工事を行なえなくなる。更に建物内に揚重リフ
トや仮設エレベータを設けるとリフト及びエレベータの撤去作業やこれらの設置場所の床
塞ぎ等の工事が必要であり、その部分の工事が遅くなる。そこでタワークレーン等の屋外
揚重機により上記ファンコイルユニット及び周辺機器を設置場所に直接揚重することも考
られるが、この場合タワークレーンの設置場所の床塞ぎ工事はなくなるものの、ファンコ
イルユニット及び周辺機器の設置場所が建物の外周部であるため全ての設置場所に直接揚
重することができず上記リフトやエレベータ等による揚重と同様の不都合が生じる。
【０００４】
本発明は以上の点に鑑み、床置型ファンコイルユニット及び周辺機材を揚重リフトや仮設
エレベータにより一々揚重せずとも所定階の所定位置に揚重し得るようにした据付け方法
を提供することをその目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明は、地上部の工事ヤードから床材を揚重機で揚重して建
物の各階の所定位置へ取付けてゆく建物の施工時における床置型ファンコイルユニットの
据付け方法であって、

尚、上記床材は、鉄骨鉄筋コンクリート構造等の一般工法ではデッキプレートを意味し、
プレキャストコンクリート工法では、プレキャストコンクリート床板を意味する。
【０００６】
【作用】
床材を揚重機で所定階の所定位置に揚重することにより、床材と共にファンコイルユニッ
トや更には周辺機器も揚重され、床材により床を形成した後に、その直上階の床材に仮吊
りされているファンコイルユニット等を引降すだけで簡単且つ迅速にファンコイルユニッ
ト等の据付けを行い得られる。
【０００７】
【実施例】
図１，２は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の一部を示し、デッキプレート１上に打設した
床コンクリート２の外周部に窓３を有する外壁４を形成し、該窓３の下部の床コンクリー
ト２上に外壁４の内側に沿って冷風又は温風を吐出して、該壁際を冷暖房する複数個の床
置型ファンコイルユニット５を据付けている。上記ファンコイルユニット５は、熱交換器
と送風機とを内蔵し、該熱交換器に外部より冷水又は温水を導入し、送風機により送風し
て、冷風又は温風を吐出するものであって、その据付け方法を以下に説明する。
【０００８】
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工事ヤードにおいて床材の下面に直下の階に設置する床置型ファン
コイルユニットと該ファンコイルユニット回りの接続管とを仮吊りし、この状態で床材を
揚重機で揚重して所定階の所定位置に取付け、工事の進捗に合わせて上記ファンコイルユ
ニットと接続管との仮吊りを解除して所定の設置場所にファンコイルユニットを据付ける
と共に、上記床材に打設した床コンクリートの連通孔を通して、該接続管の一端を床コン
クリートの下面に臨ませ、他端を上記ファンコイルユニットに接続するようにした。



まず柱６の直交方向水平に大梁７を固設し建物全体の軸組を行なった後、地上部に設けた
工事ヤードにおいて、大梁７に接合する小梁８を下面に固設したデッキプレート１の複数
枚を屋外揚重機により揚重可能な大きさに接合する。そして建物の外周部に取付けられる
デッキプレート１の下面に、直下の階の床コンクリート２に据付けるファンコイルユニッ
ト５やファンコイルユニット回りの複数の接続管９及びファンコイルユニットカバ１０等
の周辺機器を仮吊りする。更に床コンクリート２とその直下階の天井材１１との間に配設
する、ファンコイルユニット用の冷水又は温水の導出入管１２，１３や熱交換器の水抜時
に熱交換器内の水を排水するための排水管１４等をデッキプレート１の下面に仮吊りする
。その後上記デッキプレート１を屋外揚重機により所定階の所定位置に揚重し小梁８を接
合すると共に、デッキプレート１を大梁７上に固定して床コンクリート２の打設床を形成
する。そして床コンクリート２を打設し、その外周部に外壁４を形成した後、その直上階
のデッキプレート１に仮吊りされているファンコイルユニット５や周辺機器の仮吊りを解
除して、ファンコイルユニット５や周辺機器を引降し、ファンコイルユニット５を所定の
設置場所に据付ける。またファンコイルユニット回りの複数の接続管９を、ファンコイル
ユニット５を据付けた床コンクリート２及び大梁７に形成した連通孔を通して一端を床コ
ンクリート２の下面に臨ませるようにして他端をファンコイルユニット５に接続する。そ
してファンコイルユニット５の据付け階のデッキプレート１に仮吊りした導出入管１２，
１３及び排水管１４の仮吊りを解除し、図外のインサート類により導出入管１２，１３及
び排水管１４を床コンクリート２に吊り下げ、上記接続管９の一端と接続する。その後フ
ァコイルユニットカバ１０をファンコイルユニット５に図１及び図３に示す如く施す。
【０００９】
また図４及び図５は他の実施例を示し、床コンクリート２の外周部上面にブラケット１５
を介して導出入管１２，１３及び排水管１４を取付けるようにした。
【００１０】
この場合には、導出入管１２，１３や排水管１４をファンコイルユニット５や周辺機器と
同様に直上階のデッキプレート１に仮吊りしておき、据付階の床コンクリート２を打設し
た後、導出入管１２，１３及び排水管１４を引降して床コンクリート２の上面に固設した
ブラケット１５にこれら管１２，１３，１４を取付けると共に、ファンコイルユニット５
と周辺機器とを引降して、ファンコイルユニット５の据付けと接続管９の配管とを行い、
次にファンコイルユニットカバー１０を上記実施例と同様に施す。
【００１１】
尚、上記実施例では、ファンコイルユニット５やその周辺機器等を別々に仮吊りして揚重
したが、予じめそれらを組み付けしたファンコイルユニット５をデッキプレート１の下面
に仮吊りして揚重してもよく、更にそのファンコイルユニット５の複数個を共通の架台に
設置し、該架台をデッキプレート１の下面に仮吊りして揚重してもよい。
【００１２】
また、本発明方法は、予じめコンクリートで外壁や床板等各部材を形成し、それらを組み
付けて建物を建設するプレキャストコンクリート工法にも適用でき、この場合、プレキャ
ストコンクリート床板の下面にファンコイルユニット５及びその周辺機器等を仮吊りし、
揚重機によりプレキャストコンクリート床板を所定位置に揚重する。
【００１３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、床材を揚重する際にその直下の階に据
付けるファンコイルユニットや周辺機器も揚重でき、後になって揚重機の設置場所の床塞
ぎ工事を行う必要がない。
【００１４】
また揚重リフトや仮設エレベータによりファンコイルユニット及び周辺機器を各据付け階
まで揚重したり揚重板から据付け板まで搬送する必要がなく、作業の能率アップと省人化
を図れる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明方法の一例を示す建物の截断面図
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ　線截断面図
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ　線截断面図
【図４】他の実施例を示す建物の截断面図
【図５】図４のＶ－Ｖ　線截断面図
【符号の説明】
１　床材　　　　　　　　５　床置型ファンコイルユニット
９　接続管　　　　　　１０　ファンコイルユニットカバ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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